
はちにのフリーローン（インターネット申込サービス)契約規定 新旧対比表 

（下線部：改定箇所） 

改 定 前 改 定 後 

第８条（借⼊⾦の交付⽅法） 
借主がこの契約により銀⾏から借⼊れる⾦
銭は、返済⽤預⾦⼝座への⼊⾦の⽅法により
交付を受けるものとします。なお、その⼊⾦
日をもって借⼊日とします。 

 
 
 
 
第９条（諸費⽤の返済⽤預⾦⼝座からの⾃動引落

し） 
この契約に付帯する収⼊印紙代、⼿数料、そ
の他⼀切の費⽤については、銀⾏所定の日に
返済⽤預⾦⼝座から第１条第２項の⾃動⽀
払の⽅法により⽀払うものとします。 

 
第 11 条（期限前の全額返済義務） 
1. 借主に次の各号の事由が⼀つでも生じた場合

には、銀⾏から通知催告等がなくてもこの債
務全額について当然期限の利益を失い、直ち
にこの債務全額を返済するものとします。 

(略) 
④ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰す

べき事由によって、銀⾏に借主の所在が不明
となり、銀⾏が督促できないとき。 

(略) 
 
第 17 条（費⽤の負担） 
 
第 18 条（届出事項） 
 
第 19 条（団体信⽤生命保険付の場合の特約） 

（略） 
借主は、この契約による債務について、銀⾏
が所定の⽅法により借主を被保険者とし、銀
⾏を保険契約者および保険⾦の受取⼈とす

第８条（借⼊⾦の交付⽅法） 
銀⾏（以下「銀⾏」という）から借⼊れる⾦銭
につき、銀⾏から銀⾏における借主名義の預⾦
⼝座に借⼊⾦の元⾦を⼊⾦された場合には、か
かる⼊⾦をもってこの契約は成⽴するものと
し、借主は、銀⾏に対し、この契約に従ってそ
の元本を返済し利息を⽀払うことを約します。
なお、その⼊⾦日をもって借⼊日とします。 

 
第９条（諸費⽤の返済⽤預⾦⼝座からの⾃動引落

し） 
この契約に付帯する収⼊印紙代、⼿数料、そ
の他⼀切の費⽤については、銀⾏が別途指定
する日に返済⽤預⾦⼝座から第１条第２項の
⾃動⽀払の⽅法により⽀払うものとします。 

 
第 11 条（期限前の全額返済義務） 
1. 借主に次の各号の事由が⼀つでも生じた場合に

は、銀⾏から通知催告等がなくてもこの債務全
額について当然期限の利益を失い、直ちにこの
債務全額を返済するものとします。 

(略) 
④ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべ

き事由によって、銀⾏に借主の所在が不明とな
り、銀⾏が督促できないことが判明したとき。 

(略) 
 
第 18 条（費⽤の負担） 
 
第 17 条（届出事項） 
 
第 19 条（団体信⽤生命保険付の場合の特約） 

（略） 
借主は、この契約による債務について、銀⾏
が（削除）借主を被保険者とし、銀⾏を保険
契約者および保険⾦の受取⼈とする団体信⽤



改 定 前 改 定 後 

る団体信⽤生命保険契約を締結することに
同意のうえ、次の事項を確約します。 

(略) 
2. 保険⾦額は、借主が銀⾏に対して負担する債

務額を基準とし、その算定は銀⾏所定の計算
⽅法によることに異議を述べないものとしま
す。 

(略) 
 
7. この団体信⽤生命保険契約は、銀⾏の都合に

よりいつ解約されても異議を述べないものと
します。 

 
第 21 条（成年後⾒⼈等の届出） 
1. 借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保

佐・後⾒が開始された場合には、直ちに成年
後⾒⼈等の⽒名その他必要な事項を書⾯によ
って、銀⾏に届け出るものとします。 

（略） 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
第 23 条（合意管轄） 
 
第 24 条（規定の変更） 

この規定の内容を変更する場合（ただし、第
６条および第７条により利率が変更される
場合を除く）、銀⾏はあらかじめ変更内容お
よび変更日を銀⾏ホームページへの掲⽰、そ
の他銀⾏所定の⽅法により告知します。この
場合変更日以降は変更後の内容により取引
を⾏うものとします。 

 

生命保険契約を締結することに同意のうえ、
次の事項を確約します。 

(略) 
2. 保険⾦額は、借主が銀⾏に対して負担する債務

額を基準とし、その算定は銀⾏が別途計算の上
指定する⾦額によることに異議を述べないもの
とします。 

(略) 
 
（削除） 
 
 
 
第 23 条（成年後⾒⼈等の届出） 
1. 借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・

後⾒が開始された場合には、直ちに成年後⾒⼈
等の⽒名その他必要な事項を書⾯によって、銀
⾏に届け出るものとします。また、借主の補助
⼈・保佐⼈・後⾒⼈について、家庭裁判所の審
判により、補助・保佐・後⾒が開始されたとき
も、同様に銀⾏に届け出るものとします。 

（略） 
 
第 21 条（公正証書作成義務） 

借主は銀⾏から請求がある場合には、直ちにこ
の約定による債務の承認ならびに強制執⾏の認
諾がある公正証書の作成に必要な⼿続きをしま
す。このために要した費⽤は借主が負担します。 

 
第 24 条（合意管轄） 

 
第 25 条（規定の変更） 
1. 銀⾏は、法令の変更、⾦融情勢その他の理由に

より、この規定または借⼊要項中の定め（利率、
返済額、返済日に関する事項は除く）を変更す
る必要が生じたときには、⺠法第 548 条の 4
の規定にもとづいて、変更できるものとしま
す。 

2. 銀⾏は、第 1 項の変更をするときは、その効⼒
の発生時期を定め、変更を⾏う旨および変更後



改 定 前 改 定 後 

 
 
 

の内容ならびにその効⼒の発生時期をホーム
ページへの掲⽰その他の⽅法により周知する
ものとします。 

 


